
若狭における福井県の「でたらめ行政」を検証する（その26)

河内川ダム建設の無駄と無謀 その⑧

こ う ち が わ

民主党政権の 「できるだけダムにたよらない治水」 政策を

骨抜きにした国交省河川局官僚と福井県河川課の詐欺的手法（6）

(小浜市) 松本 浩

◆平成 14（2002）年 3 月 29 日、「河内川
ダム建設工事に関する基本協定書」が変更

された。

（1）工事費を 234 億円から 415 億円に
181億円増額する。
（2）完成期限を平成 14 年 3 月 31 日か

ら平成 24年 3月 31日に延期する。
調印に先立って、平成 13 年 8 月 1 日、

福井県河川課ダム建設室の西浦室長、河内

川ダム建設事務所の小堀所長ら 5名が小浜
市を訪れて変更の内容を説明、同意を求め

た。

その際、工事費

181 億円増額の内訳
について西浦室長

は、「労務単価 178
％、資材単価 106％、
機械賃借料 128％な
ど単価増で 132億円
余。付替道路工事費

10 億円余、平成 10
年度からのクマタカ

追 跡 調 査 費 7 億
6,800 万円など」と
説明し、工期遅れの

要因として「クマタ

カによる工事期間の

制限及び急峻な地形

のための遅れ」を挙

げた。

福井県は「平成10年度からのクマタカ追

跡調査」に関する情報の開示をとても嫌が

り、調査は容易に進まない状況が続いてい

る。

しかし、「クマタカ追跡調査」は「河内

川ダム建設工事猛禽類調査業務」の名称に

より（株）ニュージェック福井事務所に委

託され、平成10年度～同27年度までの委託

金額は5億8,939万円に達しており、業務内

容に比して委託金額が異常に高額で、二重

契約や架空契約によると見られる違法支出

も尋常な額ではないことが判明した。



◆平成 29(2017)年 2月 6日、筆者は平成 10
年度～ 14 年度、5 年間の「猛禽類調査業
務委託報告書」（委託金額 2億 5,159万円）
の開示請求をした。

4 月 17 日にようやく開示された同報告
書は「希少猛禽類の生息場所に関する情報

は非公開」とし、驚くことに「全面黒塗り

だから渡しても意味がない」との理由で

1,543 枚に及ぶ猛禽類の「飛行軌跡図」を
報告書から取り除き（前ページの毎日新聞

記事）、しかも 1,000 枚に及ぶ写真、図面
はその大部分を黒塗りにして「開示」した

（次ページの写真）。

◆ 6月 7日、筆者は同非公開処分に対する
「異議申立書」を西川知事に提出したが、

その二日前の 6月 5日（月）午後、河内川
ダム建設事務所の田中次長から電話があ

り、筆者との間で要旨次のような会話が交

わされた。

次長：先日来、松本さんが交付を望んでお

られた猛禽類の飛行図ですが、今度の 6月
9 日の文書公開の時に交付させてもらいた
いと思ってるんですが･･･

松本：えっ･･･

次長：それでですね、全面黒塗りでも構わ

ないって松本さんがおっしゃってたもので

すから、･･･計算すると枚数が 1,543 枚、
手数料（コピー代）が 1 万 6,860 円になり
ますが、よろしいでしょうか。

松本：･･･

次長：もしもし、どうでしょうか。

松本：田中さん、ちょっと待って下さいよ。

今頃になって、いきなりそんなこと言われ

ましても･･･

次長：でも、松本さんが交付を希望なさっ

てましたのでね。

松本：田中さん。私はもう西川知事に異議

申し立てすることを新聞社に予告してしま

いましたよ。

次長：･･･

松本：先週の金曜日、6 月 2 日に「異議申

立書」と 6月 7日提出予定という「予告文
書」を本庁の県政記者クラブと小浜市記者

クラブの双方に郵送しましたよ。

次長：郵送ですか。

松本：そうです。今日の午前中には配達さ

れていると思います。本庁の情報公開室に

も異議申立書の提出先や公開審査会の会長

の氏名などを教えて頂きました。ですから、

このことば本庁河川課にはもう伝わってる

と思いますが･･･

次長：･･･しかし、猛禽類の飛行図につい

ては 9日にお渡しすることになったんです
から･･･ 記者クラブの方は、今から取り

消しすることは出来ませんか。

松本：出来ませんね。異議申し立てする 7
日の時点では、まだ頂いていない･･･ 今

頃遅いですよ。4 月 17 日に田中さんと論
争しましたね。

次長：･･･

松本：二つのこと、一つは河内川ダム建設

の希少猛禽類の追跡調査業務6億円は、如

何なる法令に基づいてなされているのか、

その根拠法令 について田中さんは調べて

返事するということでしたが･･･

次長：それも、6 月 9 日の文書公開のとき
にご返事する予定です。

松本：もう一つは、猛禽類調査報告書の綴

りからクマタカ等の飛行図が抜き取られ

て、隠されたこと。これについては、私は

了承できないと抗議 しましたね。渡して

頂けないなら異議申し立てをすると申し上

げました。

次長：松本さん。隠してなんかいません。

松本：いや、あなた方は抜き取って隠した

んですよ。私が、綴じられている筈の飛行

図がない、と指摘したとき、田中さん、あ

なたは「全面黒塗りなので、お渡ししても

意味がない」と言われたので、私は「全面

黒塗りといっても縮尺や図面の名前まで消

してはいないだろうから、渡してもらいた

い」と反論して言い争いになりましたね。

次長：いや、松本さん。それは、松本さん



の方から指摘されたのではなくて、私の方

から「全面黒塗りですからお渡ししても意

味がないので抜いてあります」と先に申し

上げたんですよ。

松本：いや、田中さん。私は、報告書に猛

禽類の飛翔記録図面が綴じてあったことは

知っていましたから、綴じられていないと、

どうしたのかと指摘･･･

次長：いや。それは、私の方から先にお断

りしたんです。間違いありません。

松本：止めましょう。大して意味のない論

争です。止めましょう。

次長：何度も繰り返しますが、私どもは、

隠してなんかいませんよ。

松本：私は、4 月 17 日以降返事がないの
で、どうなっているのかと、一度、電話し

ました。その時田中さんは「本庁の方で検

討中である」とおっしゃいましたが、今、

交付するということは、県が誤りをお認め

になったということですか。

次長：いやいや、そういうことではありま

せんよ。私の記録では 4 月 28 日に電話を
頂いたときは、「検討中」ということでは

なく「交付の方向で検討している」とお話

しさせてもらったと思います。全面黒塗り

なのでお渡ししても、松本さんにとっても

あまり意味がないのではないか、と申し上

げたんですが、松本さんがそれでも欲しい

と言われたので、ご要望にお応えしようと

いうことになったもので、決して私どもが

間違っていたからお渡しするということで

はございません。

松本：ああ、そうですか。誤りをお認めに

ならないのでしたら、9 日に受け取るわけ
にはいきませんね。それでしたら、私の異

議申し立てに対する県の弁明書でその旨を

述べて頂いて、それに対する私の意見書で

私の反論をさせて頂きます。黒塗り文書に

意味があるかどうかば、開示請求人の私が

判断することで、あなた方が決めることで

はないでしょう。ですから、誤りは認めな

いが交付すると言われても、それじゃ頂き

ますというわけにはいきませんよ。

次長：ですから、検討の結果、松本さんの

ご要望に沿ってお渡ししようということに

なった･･･

松本：お断りします。もし、4 月 28 日の
段階で黒塗りでも渡そうということになっ

ていたのであれば、今まで 1ケ月以上も放
置していたのはおかしいじゃないですか。

あくまで、県は間違っていなかったと主張

されるのであれば、私は公開審査会の結論

を待たせて頂きますよ。これ以上、電話で

争っていても意味がありませんから、電話、

切らせてもらいますよ。失礼します。

（次号につづく）
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